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はじめに 

これまで、BCP は、なんとなく策定しなければならないのだろうが、どうやって策定すればいいかわからない、という

事業者の方も多かったと思います。しかも、地震、水害、土砂災害、雪害、竜巻、火山の噴火、新型感染症、

サイバー攻撃など、事業を中断させるリスクは多様化しており、BCP をどのように策定したらいいのかわからなくなっ

ておられるのではないでしょうか。 

本書はそのような事業者の皆様向けに、初めての方でもわかりやすいように、穴埋め式のフォーマットである「群

馬県版オールハザード BCP 策定フォーマット～ぐんまの会社の BCP～」を用意いたしました。 

 

そして、これを活用して、実際に自社の BCP を円滑に策定できるよう、BCP 策定の考え方や記入方法を解説

したものが、この「オールハザード BCP 策定の手引き」です。 

本書を活用して、是非、積極的に BCP 策定に取り組んでみましょう。 

 

【群馬県版オールハザード BCP策定フォーマット～ぐんまの会社のBCP～の特徴】 

・県内の中小企業が自社の BCP を作成する際に、ひな形として活用できるものとしています。 

・小規模事業者においても取り組みやすいよう、BCP 策定上必須となる項目や作業をコンパクトにまとめ、でき

るだけ簡潔な内容としています。 

・想定する災害を特定せず、オールハザードに対応できる内容としています。 

・あるべき姿をイメージし、現状とのギャップを埋めるために何が必要かを考えていただくよう工夫してあります。 

・幅広い業種で活用が可能となるように、業種別に記入例を用意し、業種に応じた策定のポイントが分かるよう

に工夫しています。 

 

＜使い方＞ 

①まずは、「群馬県版オールハザード BCP 策定フォーマット」を使用して、BCP の第１版を作成しましょう。記入

例を参考にしてキーワードを中心に言葉を置いていく感じで作成してください。最初は書けることだけで結構で

す。必ずしもすべてに記入する必要はありません。 

②記入例の赤字はあくまで一つの「例」です。貴社の事業内容や組織に合わせて、適宜修正してください。また、

限られたスペースしかありませんので、必要により適宜、付帯資料を追加してください。 

③第１版を策定後、明らかになった「あるべき姿を実現するために今後実施すべき準備事項」について改善を

行い、より実効性の高い BCP にステップアップしていきましょう。 
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Ⅰ．オールハザード BCP策定の考え方 

１．オールハザード BCP とは  

事業中断を引き起こすいかなる不測の事態が発生したとしても、重要な事業（製品・サービスの供給）を継

続するために、いかにして被害を少なくし、早期に復旧・再開させるかを検討し、策定した方針、体制、手順を示

した計画のことをいいます。 

 

２．オールハザード BCP策定のプロセス 

下図のとおり、リスク分析、ビジネスインパクト分析を経て、発生後の対応戦略、リソース別対応戦略を検討し、

BCP を策定します。 

 

 

 

 

 

 

「群馬県版オールハザード BCP 策定フォーマット～ぐんまの会社の BCP～」（以下、「本フォーマット」といいま

す）では、この考えに基づいて、穴埋め式のエクセルシートで、BCP を完成させられるよう工夫しています。 

まずは、あまり理屈は考えず本フォーマット各項目に、記入例を参考に言葉を置いていく感じで策定して下さい。 

 

【本フォーマットの目次構成】 

・Ⅰ．オールハザード BCP 策定の考え方・・・・・・・・・・・・・・1（表紙） 

・Ⅱ．分析・検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

・Ⅲ．計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３－４ 

 

【全体の記入要領】 

①表紙の左上「↓会社名をご記入ください。」の下の枠内に会社名を記入してください。 

②完成後、表紙の右上の「令和 年 月 日 策定・改訂」に、日付を記入し、「制定・改訂」を「制定」に変

更して下さい。 

③BCM の取組で、定期的に見直し、改訂した場合は、表紙の右上の「令和 年 月 日 策定・改訂」を更

新してください。 
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（補足：新型感染症について）                ＜参考＞影響を受けるリソースの違い 

本フォーマットは、オールハザード BCP の策定を目

指しますが、新型感染症の場合（特にピーク時＝群

馬県に緊急事態宣言が発令された場合）は、影響

を受けるリソースが「人」だけである点で、基本的に他

の事象とは異なります。 

そこで、どうしても共通のフォーマットにできない以下

の 3 項目については、「新型感染症の場合」として別

のフォーマットを用意しています。 

・Ⅱ.分析・検討 1.分析 A．リスク分析 

  「事業中断リスク」  

・Ⅲ.計画 ４．対応手順（初動） 

  「感染拡大防止対応」 

・Ⅲ.計画 ５．対応手順（事業継続） 

  「事業継続戦略」 

 

＜参考＞新型感染症の発生パターン 

出典：内閣府事業継続ガイドライン（令和 5 年３月） 
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Ⅱ．分析・検討 

１．分析Ａ．リスク分析 

【考え方】 

最低限、ロケーション別に予測可能なリスクをハザードマップ等により洗い出します。また、ロケーションに関係ない

全社共通のリスクも把握します。ただし、予測不能なリスクもありうることを理解しておく必要があります。 

【記入要領】 

①種別・・・・・・・建物の機能を表す言葉を記入して下さい。 

②拠点名称・・・社内で使用している名称を記入して下さい。 

③拠点住所・・・拠点の住所を記入して下さい。 

④避難場所・・・「群馬県内ハザードマップ- 群馬県ホームページ(危機管理課)」から最寄りの公的避難場所を調

査して記入して下さい。https://www.pref.gunma.jp/page/8125.html 

⑤地震の震度・・「群馬県地域防災計画（震災対策編）」の、P20-22「市町村別の震度(6 弱以上)状況」から 

           調査して記入して下さい。（3 つの想定地震のうち、もっとも揺れの大きい震度を記入） 

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/152328.pdf 

⑥洪水：浸水深・・・・「群馬県内ハザードマップ」から洪水発生時の浸水の深さを調査して記入して下さい。 

⑦土砂災害・・・「群馬県内ハザードマップ」から、「土砂災害特別警戒区域」、「土砂災害警戒区域」に該当 

しているかどうかを調査して記入して下さい。 

⑧その他（全社共通リスク）・・考えられるリスクを記入して下さい。 

※他県の事業所がある場合は、所在地のハザードマップ等より、調査のうえご記入ください。 

 

(新型感染症の場合「事業中断リスク」） 

【考え方】 

パンデミック発生時に事業を中断させるリスクとして、①3 密防

止（＝ソーシャルディスタンス）による生産性低下、②欠勤者

の増加、③サプライチェーン問題、④需要の減少の 4 つを考慮

しておく必要があります。 

自社における 4 つの事業中断リスクを確認しておきましょう。 

 

 

＜参考＞パンデミック発生時の事業中断リスク 

 

https://www.pref.gunma.jp/page/8125.html
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/152328.pdf
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【記入要領】 

 

（１）３密防止による生産性低下 

３密（密集、密接、密閉）となりやすい職場では、ソーシャルディスタンスにより生産性が低下することがあり

ます。自社において、３密防止（＝ソーシャルディスタンスの確保）による生産性低下のリスクがある場所を分

析して下さい。 

①主管部門・・・・「②３密となりやすい場所」の管理部門を記入して下さい。 

②３密となりやすい場所・・・・・・業務の性質上、人と人の間隔が密になりやすい場所を記入して下さい。 

③３密となりやすい時間帯・・・・②の場所において、密になりやすい時間帯を記入して下さい。 

（２）欠勤者の増加（出社できない社員が相次ぐリスク） 

感染者、濃厚接触者が発生し、要員不足となることがあります。そのような状況になった場合でも、業務を縮

小することができず、要員の補充が必要と考えられる業務を記入して下さい。 

（３）サプライチェーン問題 

グローバルビジネスでは、海外の都市封鎖（ロックダウン）により、食材等の調達が停止する可能性がありま

す。 

海外からの輸入に依存している食材等があれば、記入して下さい。 

記入例を参考にして、「生産拠点」には、製造している場所（地域）を、「調達先会社」には、調達を依頼し

ている会社（社名までは不要）を記入して下さい。 

（４）需要の減少 

 感染拡大の状況に応じて政府が人の移動や施設の使用を制限することがあります。その場合、自社に影響

がり、需要が減少することがあれば、その事業を記入して下さい。 

 

２．分析Ｂ．ビジネスインパクト分析 

【考え方】 

リスクによらず何らかの理由により重要事業が中断したと仮定した場合に、ステークホルダーから要求されるであろ

う事項を想定し、重要業務を洗い出し、目標復旧時間（RTO）を設定します。 

また各重要業務の遂行に必要な社内外リソースを洗い出します。 
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＜参考＞目標復旧時間（RTO）設定の考え方 

 

【記入要領】 

①部門・・・・・・・社内の部門名を記入し下さい。 

②優先業務・・・概ね３日以内に実施なければならない業務を記入し下さい。 

③目標復旧時間（RTO)・・・上の図「RTO 設定の考え方」を参考にして、各優先業務の MTPD（RTO） 

          を記入して下さい。 

④在宅勤務・・・・在宅勤務で対応が可能な場合は「○」、一部可能な場合は「△」、在宅勤務出対応できない 

場合は「×」を記入して下さい。 

⑤社内リソース・・・・優先業務を実施するために必要な「社内」のリソースを記入して下さい。 

⑥社外リソース・・・・優先業務を実施するために必要な「社外」のリソースを記入して下さい。 

  

３．検討Ａ．リソース別対応戦略 

【考え方】 

何らかの理由で事業の操業度が下がり、復旧するまでは、通常得られる利益がなくなり（逸失利益）、損失が

発生します。 

この損失を少なくし「分析Ｂ．ビジネスインパクト分析」で定めた「目標復旧時間（RTO）」を実現するためには、 

◼ 最大許容停止時間（MTPD；Maximum 

Tolerable Period of Disruption） 

➢ 事業の停止を、顧客やステークホルダーから許容しても

らえる最大の時間。 

◼ 目標復旧時間（RTO；Recovery Time 

Objective） 

➢ BCP 策定上の復旧の目標として設定する時間。 

➢ ＭＴＰＤと同じか、より短い時間でなければならない。 

人、ＰＣ、通信手段、電源

人、銀行決済端末、ＰＣ、通信手段、電源

人、サーバ、データセンター、PC,通信手段、電源

人、店舗の建屋、商品棚、商品、POSレジ

安否確認

電気、インターネット

5

4

目標復旧時間

（RTO)

6H

優先業務

災害対策本部設置

No 在宅勤務

○ 人、ＰＣ、通信手段、電源

宿泊施設

電気、インターネット

調達

部門 社外リソース社内リソース

3

2

1 総務

在宅勤務　○：可能、△：一部可能、×：不可　

支払い

ＩＴシステム維持

宿泊客へのサービス提供

人事

経理

ＩＴ

電気、インターネット

○

×

×

×

○

△

12H

3日

仕入先、電気、インターネット

運送業者、トラック、運転手、道路

人、ＰＣ、通信手段、電源

人、ＰＣ、通信手段、電源

電気、インターネット

電気、インターネット

1日

2日

3日

3日7

食材・アメニティ等仕入れ先及びリネン業

者の確保

物流ルートの確保

6

ロジ
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①いかに被害を少なくするか（減災） 

②いかに早く復旧するか（レジリエンス） 

の観点で、各優先業務に必要なリソースに対策を講じる必要が

あります。 

従って、優先業務の実施に必要なリソースへの対策としては、 

①予測可能なリスクの減災対策（現状リソースの被害低減） 

②使用不能となった場合のレジリエンス対策（リソースの代替） 

の両面を検討することが必要になります。 

 

①予測可能なリスクへの減災対策（現状リソースの被害低減）の例 

区分 内容 

地震に強い事業所 建屋の堅牢性確保のための対策 （耐震診断～耐震対策）  

＊基本的には、S56 年新耐震基準以前の建物を対象 

各種機械／設備の耐震強化のための対策（精密機械の固定化、自動倉庫の装

置の耐震化・固定化等） 

ガラス飛散防止、オフィス什器備品・ＰＣ等転倒防止のための対策 

水害・雪害に強い

事業所 

水害・雪害の被災防止のための対策 （重要システム／設備は上階へ移設など） 

高台移転 

新型感染症対策 マスク、消毒液、アクリル板、等感染防止用備品の購入・備蓄 

在宅勤務・テレワークができる環境の整備 

ライフラインの対策 電気ガス水道等インフラ関係設備の耐震、 

非常用発電の設置（燃料含む）、モバイルバッテリーなどの準備 

災害時にもつながりやすい通信手段の確保（衛星電話、SNS/E メール等） 

ＩＴシステム対策 ＩＴ・ネットワークシステムの耐震やデータの二重化等に関する対策 

マルウエア侵入防止対策（ネットワークのセキュリティ強化、外部記憶媒体の使用制

限、偽メールの開封注意など）  
従業員対応関連 安否確認のしくみの確立 

水・食料、生活関連物資等の備蓄 

在宅勤務環境の整備（ノートＰＣ・WiFi 貸与、専用ネットワークアプリなど） 

対策本部関連 対策本部メンバー間の情報通信手段の確保（WEB 会議システム等） 

対策本部設置場所に必要となるホワイトボード・ＰＣ等備品の準備 

※上記は例です。その他にも実効性のある減災対策は様々に考えられます。自社の設備等を考慮して、実

効性の高い減災対策を工夫しましょう。 

 

 

 

  



 

 

©Gunma pref. 

8 

②使用不能となった場合のレジリエンス対策（リソースの代替）の例 

これは、BCI（Business Continuity Institute：BCM に携わる専門家の支援とガイドラインの提供を目

的として、1994 年に英国で設立 された会員制組織）が、2018 年発行に発行した「BCI2018:Good 

Practice Guideline（通称：GPG）」 が参考になります。 

GPG では、リソースを下表のとおり６つに分類し、各リソースが使用不能となった場合に備えた対策を、「分散

（完全二重化）」「複製（予備あり）」「待機（スタンバイ状態）」「事後取得（今はないが事後に代替手

段を確保）」「何もしない」の５段階で表しています。 

当然、「分散（完全二重化）」が、最もレジリエンスが高いわけですが、６つのリソースすべてを「分散（完全

二重化）」すると、過剰投資となり、平時の生産性低下を招きます。従って、各社の業種や規模に応じて、各

リソースをどの段階まで対策を取っておくか、経営判断が必要となります。 

※例①小規模な宿泊施設 

・災害時に自社では対応できなくなった場合に備えて、社長が普段から懇意にしている X 社と、宿泊施

設の提供に関する協定を締結している。（「待機」） 

※例②複数事業所を持つ宿泊施設 

・普段から、同時被災しない程度の距離に複数の宿泊施設を運営しており、災害時には、非被災地の

宿泊施設が被災地の宿泊施設の支援を行う。（「分散」） 

 

＜参考＞リソース別事業継続のための解決策 （BCI2018 GPG PP４Design より） 

（東京海上ディーアール株式会社にて和訳、一部改変） 

ただし、これは費用と時間を要することが多く、経営問題として「あるべき姿」をしっかり議論し、「現状」とのギャ

ップをどのようにして埋めていくか、戦略的に検討することが必要となります。 
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【記入要領】 

①リソース・・・・・・優先業務を実施するために必要なリソースを記入し下さい。 

②予測可能なリスクへの減災対策（リスクの低減） 

-1.あるべき姿・・・前記、①予測可能なリスクへの減災対策（現状リソースの被害低減）の例などを参考に、ここ

まで実施すべきと考える「あるべき姿」を記入し下さい。 

-2.現状 ・・・・・・・「あるべき姿」が、できていれば「○」、できていないところがある場合は「△」、できていない場合は

「×」を記入して下さい。 

-3.現状、できていること／できていないこと 

・・・・・・・「現状」が「△」「×」の場合、何ができているのか、できていないのか、今後実施すべき事項が分

かるように記入して下さい。 

③使用不能となった場合のレジリエンス対策（リソースの代替） 

-1.あるべき姿・・・前記、②使用不能となった場合のレジリエンス対策（リソースの代替）の例を参考に、ここまで

実施すべきと考える「あるべき姿」を記入し下さい。 

-2.現状 ・・・・・・・「あるべき姿」が、できていれば「○」、できていないところがある場合は「△」、できていない場合は

「×」を記入して下さい。 

-3.現状、できていること／できていないこと 

・・・・・・・「現状」が「△」「×」の場合、何ができているのか、できていないのか、今後実施すべき事項が分

かるように記入して下さい。 

 

 

  



 

 

©Gunma pref. 

10 

４．検討Ｂ．発生後の対応戦略（あるべき姿） 

【考え方】 

リスクによらず何らかの事業中断リスクが発生した場合の、発生後の対応戦略の「あるべき姿」を、被害レベル別

に検討します。（イメージは、レベル２（甚大）は「復旧戦略」、レベル３（壊滅）は「代替戦略」）  

 

被害 

レベル 
被害の状況 対応戦略 

3 壊滅 
建物が損壊し、避難せざ

るを得ないほどの状況 

上位組織が指揮し、本来の担当部署以外の部署も含めて、

社内外のリソース（人員、設備、資機材等）を融通して対応

する。（代替の方法） 

2 甚大 
建物は無事だが様々なリ

ソースに被害が発生 

本来の担当部署で、リソースを早期に復旧し、または、通常とは

異なる手段で対応する。 

1 軽微 
リソースに大きな被害は

なく通常どおり業務可能 
本来の担当部署で通常通りに対応する。 

 

【記入要領】 

 

①優先業務・・・「分析Ｂ．ビジネスインパクト分析」で分析した優先業務を記入して下さい。 

②レベル２（甚大：建物は無事だが様々なリソースに被害が発生）の対応 

・・・リソースが早期に復旧できることを前提とし、本来の担当部署で実施する、通常とは異なる手段を 

記入して下さい。 

③レベル３（壊滅：建物が損壊し、避難せざるを得ないほどの状況）の対応 

・・・リソースの復旧には数か月以上かかるような状況になったことを前提とし、上位組織が指揮し、本来

の担当部署以外の部署も含めて、社内外のリソース（人員、設備、資機材等）を融通して対

応する「代替の方法」を記入して下さい。 

※「検討Ａ．リソース別対応戦略」の「あるべき姿」の対策ができていることを前提として、発生後の対応戦略の「あ

るべき姿」を記入して下さい。（注：P4 の計画は、準備が出来て実施可能な対応を記入します） 
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Ⅲ．計画 

１．基本方針 

【記入要領】 

・館内のお客様と社員の人命を守ることと地域社会貢献は、どの

企業であっても共通に重要であり、1 と 3 は、記入例のような表

現が一般的です。 

・そして、2 には、自社の事業にあわせて、災害時にも止められな

い、または早期に再開しなければならない中核事業は何かを考

え、記入してください。 

 

２．対応責任者 

【記入要領】 

・「統括責任者」は、社長等企業の代表者が務めることが一般

的です。 

・「本社機能維持担当」は、安否確認や安全確保等、大地

震が発生した直後の対応実務全体を指揮する担当者で

す。総務部や管理部の長が務めることが一般的です。 

・「事業継続担当」は、重要事業の継続等、事業継続に関す

る対応実務を指揮する担当者です。宿泊業においては、総

支配人（または営業部門長、宿泊部門長）などが務めることが一般的です。 

 

３．重要業務、目標復旧時間 

【記入要領】 

・自然災害の BCP においては、「重要業務」と「目標復旧時間」を定める

ことが大変重要です。 

・「重要業務」には、記入例を参考に、「1.基本方針」の 2 で記入した中

核事業の中で、特に優先すべき事業（宿泊客向けのサービスなど）を

記入してください。停止した場合の社会への影響の大きさを念頭に検討

してください。 

・「目標復旧時間」には、その重要業務が停止しても許される最大の期

間を、顧客のニーズ等（要求される時間）を想定して記入します（復

旧可能時間ではありません）。（「分析 B.ビジネスインパクト分析」参照） 
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４．対応手順（初動） 

⑴事業中断をもたらす事態発生直後 

【記入要領】 

・「避難場所」には、避難の際に目的地とする場所を具体的に記入します。地域の防災マップの確認や当該施設

の管理者への相談を通じて、その場所の安全性を確認する事が望ましいです。（通常は公共の指定避難場所

となります） 

・「救急搬送先」には、大規模災害発生時は救急車がすぐに到着できるわけではないことを念頭に、社員等が負

傷した場合に搬送する医療施設を複数記入します。 

・夜間・休日の大地震の発生も想定し、「参集メンバー」には、初動対応フェーズや事業継続フェーズにおいて重要

な役割を果たすメンバーを記入します。 

 

⑵初動対応 

【記入要領】 

・「状況確認」では、本社機能維持担当の指揮の下に社内外の状況を確認する「担当者（部門）」として、具体

的な人物（役職）または部門名を記入します。 

・「帰宅許可」の「基準」には、社員等の帰宅を許可する具体的な条件を記入してください。安全に帰宅できること

が大前提となります。群馬県や市町村からの指示に関する情報を収集し対応することになります。 
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（新型感染症の場合「感染拡大防止対応」） 

【記入要領】 

・「従業員の健康管理」、「勤務体制」、「感染防止策」について、記入例を参考に作成してください。 

なお、記入例は、ピーク時(2022 年当時）の「業種別ガイドライン（内閣官房）」を参考に作成しています。 

・自社の施設の実態やルールにあわせて検討し記入してください。 

 

５．対応手順（事業継続） 

⑶事業継続対応 

【記入要領】 

・「対応手順」は、出来るだけ具体的に記入することが望ましいです。記入例を参考にして、組織別、役割別に５

W１H を考え検討していくとイメージしやすくなります。宿泊業においては、被害の程度と復旧のスピードで対応が

変わっていきます。施設内全体の被害・復旧状況を一元的に管理し、変化に応じて適切な意思決定を下し、フ

ロント・予約、レストラン、宿泊の各部門が情報を共有して対応していくことが必要です。 
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発生後の対応戦略（現状で出来ること） 

【考え方】 

被害の程度に応じて、対応戦略を変える必要があります。 

実践的には、レベル２（甚大）の際の対応では目標復旧

時間（RTO）の実現が難しい場合は、レベル３（壊滅）

の際の対応戦略を発動することになります。 

「検討Ａ．リソース別対応戦略」および「検討Ｂ．発生後

の対応戦略（あるべき姿）」を基に、現状の準備状況で可

能な対応を計画します。 

 

【記入要領】 

 

①優先業務・・・「分析Ｂ．ビジネスインパクト分析」で分析した優先業務を記入して下さい。 

②レベル２（甚大：建物は無事だが様々なリソースに被害が発生）の対応 

・・・リソースが早期に復旧できることを前提とし、本来の担当部署で実施する、通常とは異なる手段を 

記入して下さい。ただし、現状で対応可能な手段に限ります。 

③レベル３（壊滅：建物が損壊し、避難せざるを得ないほどの状況）の対応 

・・・リソースの復旧には数か月以上かかるような状況になったことを前提とし、上位組織が指揮し、本来

の担当部署以外の部署も含めて、社内外のリソース（人員、設備、資機材等）を融通して対

応する「代替の方法」を記入して下さい。ただし、現状で対応可能な手段に限ります。 
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（新型感染症の場合「事業中断リスクへの対応戦略」） 

【考え方】 

「分析Ａ．リスク分析」で記入した、「（１）３密となりやすい場所・時間帯」「（２）欠勤者増の場合に補充が

必要な業務」「（３）サプライチェーン問題（特に海外での生産、調達がある場合）」「（４）需要の減少」の

４つのリスクに対する対応戦略を検討して記入します。 

【記入要領】 

① 作業空間の３密を避けるための戦略 

・「分析Ａ・リスク分析」の結果から、まず、「３密となりやすい作業場所」を記入します。本社であれば執務室や

業者対応スペース、店舗であれば入り口やレジ周りまたは休憩スぺースなどが、想定されます。実態に合わせて

具体的に記入してください。次にそれらの場所の「リスク回避戦略」を記入します。「リスク回避戦略」は、テレワー

クの実施や椅子の間引き、列の間をあけるため床に線を引くなど、リスクそのものをなくすための戦略が該当しま

す。「リスク低減戦略」には、マスク着用やアルコール消毒徹底、飛沫感染防止シート設置等の感染リスクを少

なくするための措置を記入してください。 

② 欠勤増となった重要業務への要員補充 

・欠勤増によって重要業務の実施が困難になる場合があります。その場合の要員補充の方法として、「社内の非

重要業務からの要員の再配置」、「社外からの要員補充（臨時・派遣社員の確保、退職者の再雇用など）

などを記入します。 

③ サプライチェーン問題（既定の調達先からの供給停止）への対応戦略 

・海外からの輸入に依存しているレストランでの特殊な食材や消耗品などがある場合は、当該国がロックダウンして

しまうと供給がストップしてしまうことがあります。このような「供給停止の可能性のある消耗品」を記入します。次

にそれらの商品の供給停止に対する対応方法として「保有在庫での対応」、「代替調達先の確保による対応」

などを記入します。 

④ 需要量減少への対応戦略 

・感染拡大期には、政府・自治体等が不要不急の移動を制限したり、３密となりやすい施設の使用を制限した

りします。これらによって需要が大きく減少することがあります。そのような影響を受ける「需要量減少の可能性の

ある事業」を記入します。そしてその対策として「余剰となる設備を活かした新しい事業」、「余剰となる人員でで

きる新しい事業」を戦略的に検討し記入して下さい。現時点で案がない場合は、空欄のままでも結構です。 
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６．資金調達 

【考え方】 

万が一事業が中断した場合の資金面での対策を計画します。 

概ね３か月の期間を想定して、その間に発生する費用と、調達可能な資金を算出し、不足する場合は、保険や

公的機関の貸し付けなどを準備します。 

【記入要領】 

・「（A）経営維持費用」は、日常的に発生する費用で大地震発生時でも変わらず支払いが必要な費用、「（B）

災害復旧費」は、大地震発生時、復旧等のために特別に必要となる費用です。（A）と（B）から大地震発

生時に必要となる資金の最大金額を予想します。 

・「（C）利用可能な手元資金（現在の現預金）」には、現在制限なく利用できる現預金の合計、「（D）回

収可能な売掛金」には、大地震が発生しても回収が可能と想定できる（財務面で盤石な顧客や離れた場所に

立地するため自社と同時に被災しにくい顧客に対する売掛金等）の金額を記入します。その他に調達可能な資

金を（E）（F）（G）に記入し、（C）～（G）の合計で調達可能な資金の最大金額を予想します。 

 

７．事前対策の実施計画 （あるべき姿を実現するために今後実施すべき準備事項） 

【考え方】 

・「検討 A．リソース別対応戦略」の「現状」が「△」「×」のリソースについて、「現状、できていないこと」を実施してい

く計画を策定します。 

【記入要領】 

①リソース・・・「検討 A．リソース別対応戦略」の「現状」が「△」「×」のリソースを記入して下さい。 

②実施内容・・・「あるべき姿」を実現するために今後実施すべき対策を記入して下さい。 

③担当部署・・・対応すべき主管部門を記入して下さい。 

④目標期限・・・いつまでに実施しようとするのか、その期限を記入して下さい。費用確保の意思決定ができていな

いなど、実施できるか明確でない場合は、例えば２年先の期日を仮に入れるなど、課題として認

識していることがわかるようにしてください。 
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Ⅳ．ＢＣＭ（事業継続マネジメント） 

BCP は書類を策定して終わりではありません。 

事前準備を着実に実施したり、教育・訓練を実施したりして、BCP の実効性を高め、必要により BCP の内容

を見直し改善していく取組が必要です。 

［出典：内閣府事業継続ガイドライン第 3 版 解説書 P66 参照］ 

 

（１）事前準備（事前対策）の進捗管理 

前記 ７．事前対策の実施計画 は、計画時点で認識された「残課題」です。この計画に沿って、着実に実

施していくよう、取り組んでください。そして年に一度は、完了したかどうか、その進捗状況を確認し、必要により

項目を増やしたり、期限を見直したりして修正してください。 

 

（２）教育・訓練 

策定した BCP の内容を、災害等に対応する関係者に周知し実践できるように訓練を行うことが必要です。 

訓練といっても、防災の一環として行う「避難訓練」や休日・夜間に発生した想定で行う「安否確認訓練」、

衛星電話を購入した後などに行う「通信手段の使用に関する訓練」、情報システムの復旧訓練、および災害

対策本部を対象として行う「災害時の対応に関するシミュレーション訓練」などがあります。 

年に一度は、最低一つは訓練を行うように計画しましょう。 
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（３）BCP の見直し・改善 

教育・訓練の実施を通して、また新たな課題が見えてくることがあります。事前準備の進捗によって、計画の修

正が必要になることもあります。 

それらを通して、BCP の内容も、柔軟に見直し改善していくことが重要です。 

 

（４）持続可能な事業継続マネジメント（BCM）のために 

BCP 策定後も継続的に BCM の活動を続けていくためには、組織的な経営管理活動の仕組みが必要です。 

以下のような「事前対策」「教育・訓練」「BCP（計画）見直し」に関する「中長期計画」およびこれに基づく

「年間計画」を作成し、定期的に「ＢＣＭ推進者連絡会議（例）」を開催するなど、具体的な仕組みを構築

し運用していくことが重要です。 

■中長期計画（例） 

項目 現状の課題 3 年後のあるべき姿 

事前対策 
建物・設備の耐震対策、非

常用電源、通信手段、 

ＩＴシステムの整備 など 

・災害時の情報通信手段が未整備 

・IT システム（サーバ）が 1 か所 

・在宅勤務の環境整備 

・非常用電源及び複数の通信手段確保 

・IT システムのクラウド化 

・一人一台のノートＰＣ・ＶＰＮの導入 

教育・訓練 
災害対策本部の情報収集・

意思決定訓練、重要業務

に係る課題検討訓練、など 

・安否確認方法の周知徹底 

・災害対策本部の情報収集の習熟 

・安否確認訓練の回答率 100％ 

・災害対策本部における効率的情報収集方

法の確立・徹底 

BCP（計画）
見直し 

災害対策本部役割、情報

エスカレーション、代替戦

略、部門別行動計画 など 

・災害対策本部各班の役割不明確 

・重要部品の代替調達先が不明確 

・災害対策本部各班の役割の明確化 

・重要部品の代替調達先確保（協定締結） 

■年間計画（例） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

BCM 推進者連絡会議             

事前対策の実施 

□非常用電源の確保 

□複数の通信手段の確保 

            

教育・訓練の実施 

□安否確認訓練 

□災害対策本部の情報収集訓練 

            

BCP（計画）見直し 

□連絡先リスト 

□災害対策本部の役割見直し 

            

 

これらの活動を通して、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）を組織文化に浸透させていくことを目指しましょう。 
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参考文献・資料 

・群馬県地域防災計画（震災対策編）令和 5 年群馬県防災会議  

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/152328.pdf 

・群馬県内ハザードマップ - 群馬県ホームページ(危機管理課) (pref.gunma.jp) 

https://www.pref.gunma.jp/page/8125.html 

・「内閣府事業継続ガイドライン（令和 5 年 3 月）」（内閣府 防災担当） 

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf 

・「内閣府事業継続ガイドライン第 3 版 解説書」 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03_ex.pdf 

・ISO 31000：2018 リスクマネジメント―原則及び指針 

・ISO 22301：2019 事業継続マネジメントシステム－要求事項 

・ISO 22320：2018 緊急事態管理－インシデントマネジメントの指針 

・BCI2018 GPG:Good Practice Guideline（BCI:Business Continuity Institute）2018 年発行 
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